
福島厚生連
白河厚生総合病院



夜間・休日等の「院内トリアージ実施体制加
算」の算定のお知らせ

当院では、令和８年6月1日から
「院内トリアージ実施体制加算」を算定いたします。

【院内トリアージとは】
来院された患者様の状態を看護師等が速やかに確認し、症状
の緊急度・重症度を判定して、治療の優先順位を決める仕組
みです。
・診察順について：緊急度の高い患者様を優先して診療を行う
ため、受付の順番と診察の順番が前後することがあります。
あらかじめご了承ください。
(例)最後に受付した患者様であっても、緊急度が高いと判定
された場合は、最優先で診察となります。

【院内トリアージ実施体制加算（50点）について】
・夜間・休日などの時間外に、救急車を使わずに来院したすべ
ての患者を対象に、適切にトリアージを行える体制を評価した
加算が算定されます。
・点数：50点 ・窓口負担額：保険割合に応じ50円～150円
【算定時間】
平日：17：00以降
第2・第4・第5土曜日：12：30以降
第1・第3土曜日・日曜日・祝日：終日
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・待ち時間中の対応：待ち時間が⾧くなる場合は、一定時間ご
とに再度症状を確認させていただきます。

・体調変化時の対応：待ち時間中に症状が変わったり、気分が
悪くなったりした場合は、遠慮なくスタッフへお申し出下さ
い。

地域の救急医療を円滑に行い、適切な医療を提供するための
措置となります。
皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。






